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（2）安全な道路環境の整備

〔自転車運転免許証〕

２　自転車安全教室
　平成 21年度から、スタントマンが自転車による事
故の瞬間を再現し、その衝撃や恐怖を体験してもらう
自転車安全教室を実施している。５年度は中学校で
11回、高等学校で２回実施した。
３　自転車シミュレーターの活用
　平成 26年度から、自転車シミュレーターを区立施
設に配置し、自転車のルール・マナーの向上に向けた
取組を進めている。５年度の自転車シミュレーター利
用者は 5,148 人であった。

●交通安全計画
　「交通安全対策基本法」に基づき、４年３月に「第 11
次練馬区交通安全計画」を策定した。この計画の目標
である「交通事故件数および死傷者数を前年以下に減
少させること」を踏まえ、交通安全施設の整備、交通
安全啓発活動を進めている。５年の区内における交通
事故（人身事故）の発生状況は発生件数1,019件、死
傷者数1,129人であり、発生件数・死傷者数ともに前
年からほぼ横ばいであった。また、発生件数はピーク
時の平成 13年の 4,038 件と比べ、約 4分の 1となり、
大きく減少している。

〔交通安全施設〕 ６年4月1日現在

種　別 総　数 対前年度増減
歩　道 49ｍ
道路標識 0本
街路灯 79基
道路反射鏡 3本
歩行者用防護柵
点字ブロック

〔区内の交通事故の状況〕
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●区民交通傷害保険
　交通事故等の被害者を救済することを目的としてい
る保険事業で、少額の保険料で加入でき、入院や通院
治療日数に応じて保険金が支払われる。
　自転車の運転者が歩行者等と衝突し、加害者となる
事故が増加している。中には高額の賠償責任を負担
するケースも出ていることから、平成 21年度分から
「自転車賠償責任プラン」を付加した。毎年 2月上旬
から 3月下旬まで受付をしている。

●交通安全啓発
　交通ルールとマナーを身につけることは、交通事故
の防止に有効である。
　平成 10年 12月 15 日に「交通安全都市練馬区宣
言」を行い、生命尊重、人間優先の理念に基づき、交
通事故のない安全で安心して暮らせるまちの実現に向
けて努力することを表明した。（宣言文は裏表紙参照）
　５年度には、春・秋の全国交通安全運動等で、高齢
者の事故防止、歩行者・自転車の交通ルール・マナー
の向上などについての PR を行った。
１　区立小学校での啓発
　新入生を対象に、蛍光反射ランドセルカバーを配布
した。また、「自転車の乗り方教室」を実施し、受講し
た児童に「自転車運転免許証」を発行している。５年
度は小学校 56校で実施し、4,879 人の児童に免許証
を発行した。
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71 ｍ
4か所

129,936 ｍ
2,708 本

45,784 基
6,303 本

88,668 ｍ
2,499 か所

1,052

（1）公共交通を充実する

44  鉄道・道路など都市インフラの整備

●区内交通の現状と「練馬区都市交通マスタープラン」
　区内の交通インフラは、整備が進められてきている
ものの、慢性的な交通渋滞や脆弱な南北方向の交通な
どさまざまな課題がある。
　また、道路網の整備が未完了であることから、公共
交通の不便な地域が依然として存在している。道路の
整備率は、都市計画道路が約5 割、生活幹線道路が約
３割であるなど、交通の円滑化が図られておらず、解
決すべき課題は多い。
　今後、高齢者が増加していく中で、円滑な移動手段
の確保が求められている。その一方で環境問題の高ま
りなどから、自動車交通に過度に依存しない交通体系
の確立も求められている。
　区は、平成20年３月に「練馬区都市交通マスター
プラン」を策定し、誰もが快適に移動できる交通環境
の実現を目指して、さまざまな交通問題の解決に取り組
んでいる。

●都営大江戸線
　都営大江戸線は、光が丘地区の開発に伴う大量輸送
機関として、また、西武池袋線と東武東上線との間に
残る交通不便地域の解消などに寄与するものとして計
画された鉄道路線であり、放射部と環状部からなって
いる。
　平成 12年 12月には、現行の営業区間が全線（汐
留駅は 14年 11月開業）開通した。これにより、区
内から六本木、大門方面へは乗換えがなくなるととも
に、都心・副都心へのアクセス利便性が向上した。
　光が丘駅～大泉学園町までの延伸は、首都圏の鉄道
ネットワークを充実・強化するうえで欠くことのでき
ない路線であり、都区部にわずかに残る鉄道駅から離
れた地域を大きく改善することができる。また、豊か
なみどりが残る地域に、都市の利便性を兼ね備えるこ
とで、延伸地域のポテンシャルを最大限引き出し、良
好な住宅都市を形成することができる。
　本路線は、27年 7月に都の計画に、28年 4月に
は国の答申において、整備に向けた明確な位置付けを
得ている。加えて、５年１月に都が公表した、「『未来
の東京』戦略」では、延伸について「関係者と事業化
について協議・調整を進める」、「事業化についての検
討を実施」と位置付けた。
　また、都議会令和５年第１回定例会において、知事

から「副知事をトップとする庁内検討組織を立ち上
げ、練馬区と一層連携を図って、協議、調整を重ねな
がら、課題解決の方策や今後の進め方について、ス
ピード感を持って検討を深めていく」との発言があっ
た。５年３月には、「大江戸線延伸にかかる庁内検討
プロジェクトチーム」が設置された。
　区は、延伸の早期実現を目指し、大江戸線を運営し
ている都との具体的な協議や、新駅予定地周辺を含む
延伸地域のまちづくりに取り組んでいる。また、実現
には積極的に区が役割を担う必要があることから、延
伸に資するために活用する大江戸線延伸推進基金50

　大泉学園町から先の JR武蔵野線東所沢駅までの延伸
については、新座市等で構成する都市高速鉄道12号 
線延伸促進協議会に加盟し、要請活動等を行っている。
　
●西武池袋線
　西武池袋線は、区内を東西方向に走る鉄道路線であ
る。区内には、江古田駅から大泉学園駅までの8駅が
あり、また保谷駅が区に近接していることから、多く
の区民の日常生活を支えている。
　この路線は、踏切による慢性的な交通渋滞や踏切事
故の抜本的な対策として、都により高架化が行われて
きた。併せて、複々線化事業も、西武鉄道（株）によ
り進められてきた。
　昭和 46年 1月に桜台駅～石神井公園駅付近間の都
市計画が決定されて以降、順次事業に着手した。平
成 6年 12月には練馬高野台駅が開業し、利便性が高
まった。また、15年 3月までに桜台駅～練馬高野台
駅付近間の高架複々線化が完了し、19か所の踏切が
無くなった。
　練馬高野台駅～大泉学園駅付近間については、17
年 6月に都市計画が決定（変更）され、19年 5月に
事業着手し、27年 1月には高架化が完了した。その
結果、9か所の踏切が無くなり、鉄道により隔てられ
ていた地域が一体化するなど、安全で快適なまちづく
りに大いに寄与した。また、この事業に併せて練馬高
野台駅～石神井公園駅間が複々線化され、25年 3月
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億円を、６年度には 30億円、その後も計画的に積み
増ししていく。さらに、区議会、地域住民とともに大
江戸線延伸促進期成同盟を設立し、促進大会の開催
や都に対し、早期着工に向けた働きかけを行ってきた。
29 年 8月、期成同盟は、区内経済・産業団体、町会
等と大江戸線延伸推進会議を設立し、延伸実現に向
けてともに活動している。
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に西武池袋線・有楽町線と東急東横線・横浜高速鉄道
みなとみらい線との相互直通運転が開始された。

●西武新宿線
　西武新宿線は、区南西部を東西方向に走る鉄道路線
である。区内には、上石神井駅と武蔵関駅の 2駅が
あり、また上井草駅と東伏見駅が区に近接しているこ
とから、多くの区民が西武新宿線を利用している。
　この路線は、南北方向の道路と交差する箇所が全て
踏切による平面交差となっているため、特に朝夕の
ラッシュ時には踏切付近などで慢性的な交通渋滞が発
生している。
　都は、平成 16年 6月に策定した踏切対策基本方針
において、井荻～東伏見駅付近を鉄道立体化の検討
対象区間（全 20区間）のひとつとして位置付けてい
る。区では、各駅周辺のまちづくりに取り組むととも
に、27年 1月には、区民、区議会、区が一体となって
西武新宿線立体化促進協議会を設立し、鉄道立体化の
早期実現の要請活動を都へ行ってきた。31年２月に
都、関係区市および西武鉄道（株）が、西武鉄道新宿
線（井荻駅～西武柳沢駅間）の連続立体交差化計画等
について、都市計画素案等の説明会を行い、２年 10
月には、都市計画案および環境影響評価書案の説明会
を行った。３年 11月に連続立体交差化計画等が都市
計画決定し、６年３月に、都市計画事業の認可を取得
した。

●東武東上線
　東武東上線は、川越街道と平行して、練馬区と板橋
区との区境を走る鉄道路線である。区内に駅はないも
のの、東武練馬駅、下赤塚駅および成増駅の 3駅は、
区と近接していることから区民の利用が多く、重要な
交通手段の一つとなっている。

●東京メトロ有楽町線・副都心線
　東京メトロ有楽町線は、区内で最初の地下鉄として
昭和58年 6月に池袋駅～営団成増駅（現地下鉄成増駅）
間が開業した。池袋駅から先の都心部とつながること
で、区北東部地域から都心方面への交通利便性が飛躍
的に向上した。
　平成 6年 12月には、西武有楽町線が練馬駅まで開
通し、10年 3月に西武池袋線との相互直通運転が実
現するなど、利便性の向上とともに西武池袋線の混雑
緩和に大きく寄与している。20年 6月には、小竹向
原駅から池袋駅を経由して渋谷駅に至る東京メトロ副
都心線が開業し、25年 3月に、東急東横線・横浜高
速鉄道みなとみらい線との相互直通運転が実現するな
ど、都心部へのアクセスなどの利便性が更に向上して

いる。

●鉄道駅のバリアフリー化
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　公共交通機関を利用する際の移動の利便性や安全
性の向上を図ることを目的に、平成12年 5 月、行政、
公共交通事業者および国民の役割を明確にする「交
通バリアフリー法」（18年 12月に「バリアフリー法」
に統合）が施行された。区内鉄道駅のバリアフリー
化を促進するため、区では、補助要綱を策定し、大
泉学園駅など区内５駅のエレベーター等の整備費用
の一部を補助してきた。23 年８月には、区内全 21
駅において、駅出入口からホームまでのバリアフリ
ー化された経路が１ルート確保された。１ルートで
は利便性を欠く駅について、更なるバリアフリー化
が必要であり、２ルート目の整備に取り組んでいる。
現在、光が丘駅において、都が６年度内の供用開始
を目指しエレベーターの整備を進めている。
　駅ホームの安全性向上のためには、ホームドア整
備が必要である。西武鉄道（株）は、元年度に練馬
駅に整備し、５年度から中村橋駅、富士見台駅、練
馬高野台駅、石神井公園駅、新桜台駅の整備に着手
した。練馬高野台駅と石神井公園駅は、６年度内の
稼働を予定している。区は、平成 30年３月に「練馬
区鉄道駅ホームドア整備事業補助金交付要綱」を策
定し、練馬駅の整備費用の一部を補助した。６年４
月には、同要綱の一部を改正し、補助金を増額した。
　区は、更なるバリアフリー化およびホームドア整
備の促進のため、引き続き、鉄道事業者に整備を働
きかけていく。

〔各駅の1日平均乗降客数〕 （単位：人）　５年度

駅　名 乗　車 降　車 総　数
西武池袋線（※１）

江古田
桜台
練馬
中村橋
富士見台
練馬高野台
石神井公園
大泉学園
保谷

西武豊島線（※１）
豊島園

西武新宿線（※１）
上井草
上石神井
武蔵関
東伏見

東武東上線
東武練馬
下赤塚
成増

東京メトロ有楽町線
小竹向原（※２）
氷川台
平和台
地下鉄赤塚
地下鉄成増

東京メトロ副都心線
小竹向原（※２）

西武有楽町線（※１）
小竹向原（※２）
新桜台

都営大江戸線
新江古田
練馬
豊島園
練馬春日町
光が丘

※２：小竹向原駅
　①西武鉄道：直通連絡客を含む。
　②東京メトロ：直通連絡客を含み、有楽町線・副都心線間の乗換旅

客を除く。
資料：西武鉄道（株）、東武鉄道（株）、東京地下鉄（株）、東京都交
　　　通局

※１：西武鉄道は総数のみ公表

※公共交通空白地域：
　 　鉄道駅から 800m以上、かつ、30分に 1便以上運行して
いるバス停から 300m以上離れた地域
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●エイトライナー
　東京近郊の環状鉄道は、JR 山手線、都営大江戸線、
その外側に JR 武蔵野線、JR 南武線があるが、これら
の中間部にあたる環状８号線の沿線区には環状鉄道が
無く、南北方向の移動に多くの時間を要している。
　区では、環状８号線を基本ルートとする新しい交通
システムについて、関係区との研究を始め、平成５年
10月に「エイトライナー構想」を取りまとめた。この
構想を実現することにより、①環状方向の移動時間が
短縮する、②沿線の拠点整備に大きく寄与する、③羽
田空港へのアクセスが向上する、などの効果が期待さ
れている。
　６年５月には、大田区、世田谷区、杉並区、板橋区、
北区とともにエイトライナー促進協議会を設置し、環
状7 号線を基本ルートとするメトロセブン促進協議会
とも連携して、メトロセブンとエイトライナーをつな
ぐ環状線「区部周辺部環状公共交通」の実現に向けた
調査・研究を行っている。
　平成28年４月に交通政策審議会が国土交通大臣に
答申した「東京圏における今後の都市鉄道のあり方に
ついて」において、「区部周辺部環状公共交通」は、「地
域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプ
ロジェクト」として位置付けられた。

●バス交通
　区内を東西方向に走る西武池袋線や西武新宿線、板
橋区との区境を走る東武東上線の各鉄道路線は、南北
の間隔が広い。これら路線の各駅をつなぐ路線バスが、
区民の日常生活の「足」となっており、区内では、西
武バス（株）、国際興業（株）、関東バス（株）、京王バ
ス（株）、都交通局の5 つの事業者により、約160 系統
が運行されている。
　しかし、区内は狭い道路が多いことなどから、路線
バスの運行がない地域や1 日の運行回数が少ない地
域がある。そのため、区は、「公共交通空白地域（※）
改善計画」を策定し、計画に基づく既存路線バスの再
編などにより公共交通空白地域の改善に取り組んでい
る。
　また、路線バスを補完するものとして、区運営のコ
ミュニティバス「みどりバス」を区内６ルートで運行
している。
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に西武池袋線・有楽町線と東急東横線・横浜高速鉄道
みなとみらい線との相互直通運転が開始された。

●西武新宿線
　西武新宿線は、区南西部を東西方向に走る鉄道路線
である。区内には、上石神井駅と武蔵関駅の 2駅が
あり、また上井草駅と東伏見駅が区に近接しているこ
とから、多くの区民が西武新宿線を利用している。
　この路線は、南北方向の道路と交差する箇所が全て
踏切による平面交差となっているため、特に朝夕の
ラッシュ時には踏切付近などで慢性的な交通渋滞が発
生している。
　都は、平成 16年 6月に策定した踏切対策基本方針
において、井荻～東伏見駅付近を鉄道立体化の検討
対象区間（全 20区間）のひとつとして位置付けてい
る。区では、各駅周辺のまちづくりに取り組むととも
に、27年 1月には、区民、区議会、区が一体となって
西武新宿線立体化促進協議会を設立し、鉄道立体化の
早期実現の要請活動を都へ行ってきた。31年２月に
都、関係区市および西武鉄道（株）が、西武鉄道新宿
線（井荻駅～西武柳沢駅間）の連続立体交差化計画等
について、都市計画素案等の説明会を行い、２年 10
月には、都市計画案および環境影響評価書案の説明会
を行った。３年 11月に連続立体交差化計画等が都市
計画決定し、６年３月に、都市計画事業の認可を取得
した。

●東武東上線
　東武東上線は、川越街道と平行して、練馬区と板橋
区との区境を走る鉄道路線である。区内に駅はないも
のの、東武練馬駅、下赤塚駅および成増駅の 3駅は、
区と近接していることから区民の利用が多く、重要な
交通手段の一つとなっている。

●東京メトロ有楽町線・副都心線
　東京メトロ有楽町線は、区内で最初の地下鉄として
昭和58年 6月に池袋駅～営団成増駅（現地下鉄成増駅）
間が開業した。池袋駅から先の都心部とつながること
で、区北東部地域から都心方面への交通利便性が飛躍
的に向上した。
　平成 6年 12月には、西武有楽町線が練馬駅まで開
通し、10年 3月に西武池袋線との相互直通運転が実
現するなど、利便性の向上とともに西武池袋線の混雑
緩和に大きく寄与している。20年 6月には、小竹向
原駅から池袋駅を経由して渋谷駅に至る東京メトロ副
都心線が開業し、25年 3月に、東急東横線・横浜高
速鉄道みなとみらい線との相互直通運転が実現するな
ど、都心部へのアクセスなどの利便性が更に向上して

いる。

●鉄道駅のバリアフリー化
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　公共交通機関を利用する際の移動の利便性や安全
性の向上を図ることを目的に、平成12年 5 月、行政、
公共交通事業者および国民の役割を明確にする「交
通バリアフリー法」（18年 12月に「バリアフリー法」
に統合）が施行された。区内鉄道駅のバリアフリー
化を促進するため、区では、補助要綱を策定し、大
泉学園駅など区内５駅のエレベーター等の整備費用
の一部を補助してきた。23 年８月には、区内全 21
駅において、駅出入口からホームまでのバリアフリ
ー化された経路が１ルート確保された。１ルートで
は利便性を欠く駅について、更なるバリアフリー化
が必要であり、２ルート目の整備に取り組んでいる。
現在、光が丘駅において、都が６年度内の供用開始
を目指しエレベーターの整備を進めている。
　駅ホームの安全性向上のためには、ホームドア整
備が必要である。西武鉄道（株）は、元年度に練馬
駅に整備し、５年度から中村橋駅、富士見台駅、練
馬高野台駅、石神井公園駅、新桜台駅の整備に着手
した。練馬高野台駅と石神井公園駅は、６年度内の
稼働を予定している。区は、平成 30年３月に「練馬
区鉄道駅ホームドア整備事業補助金交付要綱」を策
定し、練馬駅の整備費用の一部を補助した。６年４
月には、同要綱の一部を改正し、補助金を増額した。
　区は、更なるバリアフリー化およびホームドア整
備の促進のため、引き続き、鉄道事業者に整備を働
きかけていく。

〔各駅の1日平均乗降客数〕 （単位：人）　５年度

駅　名 乗　車 降　車 総　数
西武池袋線（※１）

江古田
桜台
練馬
中村橋
富士見台
練馬高野台
石神井公園
大泉学園
保谷

西武豊島線（※１）
豊島園

西武新宿線（※１）
上井草
上石神井
武蔵関
東伏見

東武東上線
東武練馬
下赤塚
成増

東京メトロ有楽町線
小竹向原（※２）
氷川台
平和台
地下鉄赤塚
地下鉄成増

東京メトロ副都心線
小竹向原（※２）

西武有楽町線（※１）
小竹向原（※２）
新桜台

都営大江戸線
新江古田
練馬
豊島園
練馬春日町
光が丘

※２：小竹向原駅
　①西武鉄道：直通連絡客を含む。
　②東京メトロ：直通連絡客を含み、有楽町線・副都心線間の乗換旅

客を除く。
資料：西武鉄道（株）、東武鉄道（株）、東京地下鉄（株）、東京都交
　　　通局

※１：西武鉄道は総数のみ公表

※公共交通空白地域：
　 　鉄道駅から 800m以上、かつ、30分に 1便以上運行して
いるバス停から 300m以上離れた地域
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54,406
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27,230
7,407

25,853

43,549
18,344
20,691
19,505
24,013

38,851
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13,717
37,079
6,754

10,797
27,435

●エイトライナー
　東京近郊の環状鉄道は、JR 山手線、都営大江戸線、
その外側に JR 武蔵野線、JR 南武線があるが、これら
の中間部にあたる環状８号線の沿線区には環状鉄道が
無く、南北方向の移動に多くの時間を要している。
　区では、環状８号線を基本ルートとする新しい交通
システムについて、関係区との研究を始め、平成５年
10月に「エイトライナー構想」を取りまとめた。この
構想を実現することにより、①環状方向の移動時間が
短縮する、②沿線の拠点整備に大きく寄与する、③羽
田空港へのアクセスが向上する、などの効果が期待さ
れている。
　６年５月には、大田区、世田谷区、杉並区、板橋区、
北区とともにエイトライナー促進協議会を設置し、環
状7 号線を基本ルートとするメトロセブン促進協議会
とも連携して、メトロセブンとエイトライナーをつな
ぐ環状線「区部周辺部環状公共交通」の実現に向けた
調査・研究を行っている。
　平成28年４月に交通政策審議会が国土交通大臣に
答申した「東京圏における今後の都市鉄道のあり方に
ついて」において、「区部周辺部環状公共交通」は、「地
域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプ
ロジェクト」として位置付けられた。

●バス交通
　区内を東西方向に走る西武池袋線や西武新宿線、板
橋区との区境を走る東武東上線の各鉄道路線は、南北
の間隔が広い。これら路線の各駅をつなぐ路線バスが、
区民の日常生活の「足」となっており、区内では、西
武バス（株）、国際興業（株）、関東バス（株）、京王バ
ス（株）、都交通局の5 つの事業者により、約160 系統
が運行されている。
　しかし、区内は狭い道路が多いことなどから、路線
バスの運行がない地域や1 日の運行回数が少ない地
域がある。そのため、区は、「公共交通空白地域（※）
改善計画」を策定し、計画に基づく既存路線バスの再
編などにより公共交通空白地域の改善に取り組んでい
る。
　また、路線バスを補完するものとして、区運営のコ
ミュニティバス「みどりバス」を区内６ルートで運行
している。
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〔みどりバスの運行ルート〕

ルート 運行開始
（平成） （６年４月１日時点）

路　線 主な経由地

保　谷 3年 8月 保谷駅北口
～練馬光が丘病院 光が丘駅

北　町 15年 3月
練馬光が丘病院
～東武練馬駅入口
～練馬光が丘病院

光が丘駅

関　町 17年 7月
関町福祉園
～上石神井駅
～順天堂練馬病院

武蔵関駅南口
練馬高野台駅

氷川台 17年 7月
光が丘公園～練馬駅
～東武練馬駅入口

光が丘駅
練馬春日町駅東
氷川台駅
氷川台福祉園

大　泉 20年 1月
大泉学園駅
～大泉学園町５丁目
～大泉学園駅

南大泉 23年 12月
保谷駅入口
～武蔵関駅南口
～関町福祉園

（2）道路交通ネットワークを形成し、
沿道を整備する

朝霞 
新座栄 

和光 

石神井 
公園 

光が丘 

中村橋 

富士見台 

東所沢

片山小学校 

保谷 

花小金井 

三鷹 

吉祥寺 

阿佐ヶ谷 
荻窪 

荻窪 
阿佐ヶ谷

阿佐ヶ谷 

井萩 

下井草 
鷺ノ宮 

野方 沼袋 

池袋 
中野 

中野 

新江古田 

小竹向原 

池袋 
王子 
赤羽 

池袋 

赤羽
東武東上線 

新桜台 
桜台 桜台 

練馬 
豊島園 

氷川台 

地下鉄赤塚 

成増 

都営大江戸線 

東
京
メ
ト
ロ

有
楽
町
線

副
都
心
線

江古田 

新宿 
中野 

池袋 
新宿 

都立家政 

高円寺 
新宿 

上井草 

荻窪 田園調布
荻窪 
西荻窪 

保谷 

三鷹 

西武池袋線 

西武新宿線 

地下鉄成増 

下赤塚 

西武有楽町線 練馬高野台 

東伏見 

練馬春日町 

平和台 

東武練馬 

関町福祉園 

大泉学園 

赤羽 

池袋
新宿
横浜

武蔵関 
上石神井 

凡　　　　　　例

鉄　道 
既設線
交通政策
審議会
答申路線

100回以下 
101～500回 
501回以上 

路線バス
（運行回数1日当たり） 

みどりバス

〔練馬区の公共交通図〕 ６年4月１日現在

●区内の道路事情
　区内の道路は、それぞれの機能や役割に応じて、自
動車専用道路、幹線道路（都市計画道路等）、生活幹
線道路、主要生活道路、生活道路に分類される。
　自動車専用道路としては、関越自動車道、東京外か
く環状道路、骨格となる幹線道路として、放射6号線
（青梅街道）や放射7号線（目白通り）、放射8号線（川 
越街道）、環状7・8号線、補助的な幹線道路として、 
補助76号線（新青梅街道）、補助134号線（笹目通り）、
補助 229 号線（千川通り）などがある。

方で、区西部地域の都市計画道路の整備率は未だ約3
割であり、更なる整備が必要である。
　生活道路としての役割を果たす区道は、かつて農道
であったなど、狭く曲がったものが多く、幅員も4.5ｍ
未満の道路が総延長の39.9％を占めている。

●都市計画道路の整備状況
　５年度末現在、区内の都市計画道路は 38路線あ
り、計画延長は 108.4kmである（都市高速道路およ
び鉄道付属街路等を除く。）。整備状況は、事業完了が
56.3km（51.9％）、事業中が16.1km（14.8％）、未完
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〔事業中の主な都市計画道路〕 ６年3月31日現在

路線名 事業状況

放射 7号線　 大泉学園町二丁目～西大泉五丁目
2,000 ｍ工事中、一部用地取得中

放射 35号線 早宮二丁目～北町五丁目
1,330 ｍ工事中、一部用地取得中

放射 35・36号線 板橋区小茂根四丁目～練馬区早宮二丁目
1,970 ｍ工事中、一部用地取得中

補助 133号線 中野区上鷲宮一丁目～練馬区中村北三丁目
1,105m用地取得中

補助 156号線 東大泉四丁目～西大泉一丁目
1,400m用地取得中

補助 172号線 早宮三丁目
390ｍ用地取得中

補助 229号線 下石神井四丁目～上石神井南町
290ｍ用地取得中

補助 230号線
（Ⅰ期）
補助 230号線
（Ⅱ期）

大泉町三丁目～大泉町二丁目
850ｍ工事中、一部用地取得中
大泉学園町七丁目～大泉町三丁目
1,250 ｍ用地取得中

補助 233号線 大泉学園町四丁目～大泉学園町八丁目
500ｍ用地取得中

補助 230号線 関町北二丁目～関町北四丁目
914ｍ用地取得中

外郭環状線の 2
（大泉 JCT地域）

外郭環状線の 2
（上石神井駅周辺）

石神井町八丁目～東大泉二丁目
1,000 ｍ用地取得中

外郭環状線の 2 石神井台三丁目～石神井町八丁目
950ｍ用地取得中
上石神井一丁目～上石神井四丁目
790ｍ用地取得中

外郭環状線の2
（交通広場）

（交通広場）

上石神井一丁目、二丁目および四丁目
各地内 5,164.41㎡用地取得中
東大泉一丁目、三丁目および四丁目
各地内 142ｍ用地取得中

補助 135号線
（補助230号線交差部）

補助 135号線
（補助156号線交差部）

大泉学園町五丁目～大泉学園町六丁目
461ｍ用地取得中

補助 232号線 石神井町三丁目
220ｍ用地取得中

区画街路１号線 早宮三丁目～練馬二丁目
230ｍ工事中

区画街路８号線 関町北二丁目および四丁目各地内
5,113 ㎡用地取得中

〔自動車保有台数の推移〕 （単位：台）　 各年 3月31日現在

年　次 登録自動車 届出自動車等
軽自動車等 原　付

５ 154,696 50,031 24,367
６ 153,683 50,401 24,135

４ 155,582 49,187 24,779

資料：登録自動車は、練馬自動車検査登録事務所

●東京外かく環状道路
　東京外かく環状道路は、都心から約 15km圏域を
環状に連絡する延長約 85kmの道路であり、首都圏
の渋滞緩和、環境改善や円滑な交通ネットワークを実
現する上で重要な道路である。現在、区内において
は、埼玉県境から関越自動車道までが供用中である。
関越自動車道から東名高速道路の区間については、平
成 19年 4月に高架方式から地下方式に都市計画が変
更され、21年 5月に事業化した。交通渋滞など、区
内における交通問題の抜本的改善のため、事業者であ
る国や高速道路会社に対し、工事の安全・安心に万全
を期すとともに、早期完成を求めていく。

●都市計画道路沿道地域のまちづくり
　都市計画道路の整備に併せ、沿道の土地利用や周辺
環境の変化に対応したまちづくりを進めている。
１　大江戸線延伸地域
　大江戸線延伸の導入空間となる補助 230 号線は、
土地区画整理事業をはじめとした区の精力的な取組に
より、笹目通りから別荘橋通りの区間が交通開放され
ている。
　現在は都が別荘橋通りから大泉学園通りの区間およ
び大泉学園町四丁目付近において接続する補助 233
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間を創出する絶好の機会と捉え、道路整備に併せたま
ちづくりを進めている。

３　その他の都市計画道路沿道周辺地区
　放射 35号線沿道周辺地区では、歩行者の利便性と
安全性の向上を図るため、環状８号線を横断し、平和
台駅に連絡する地下通路の完成に向け、工事を進めて

了は36.1km（33.3％）である。
　都と特別区および26市 2町は、平成28～７年度の
10年間で優先的に整備すべき路線を示した「東京に
おける都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」
を27年度末に公表した。区内では、11路線（20区間）、
延長18.5kmが指定されており、引き続き都と連携し
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〔みどりバスの運行ルート〕

ルート 運行開始
（平成） （６年４月１日時点）

路　線 主な経由地

保　谷 3年 8月 保谷駅北口
～練馬光が丘病院 光が丘駅

北　町 15年 3月
練馬光が丘病院
～東武練馬駅入口
～練馬光が丘病院

光が丘駅

関　町 17年 7月
関町福祉園
～上石神井駅
～順天堂練馬病院

武蔵関駅南口
練馬高野台駅

氷川台 17年 7月
光が丘公園～練馬駅
～東武練馬駅入口

光が丘駅
練馬春日町駅東
氷川台駅
氷川台福祉園

大　泉 20年 1月
大泉学園駅
～大泉学園町５丁目
～大泉学園駅

南大泉 23年 12月
保谷駅入口
～武蔵関駅南口
～関町福祉園

（2）道路交通ネットワークを形成し、
沿道を整備する

朝霞 
新座栄 

和光 

石神井 
公園 

光が丘 

中村橋 

富士見台 

東所沢

片山小学校 

保谷 

花小金井 

三鷹 

吉祥寺 

阿佐ヶ谷 
荻窪 

荻窪 
阿佐ヶ谷

阿佐ヶ谷 

井萩 

下井草 
鷺ノ宮 

野方 沼袋 

池袋 
中野 

中野 

新江古田 

小竹向原 

池袋 
王子 
赤羽 

池袋 

赤羽
東武東上線 

新桜台 
桜台 桜台 

練馬 
豊島園 

氷川台 

地下鉄赤塚 

成増 

都営大江戸線 

東
京
メ
ト
ロ

有
楽
町
線

副
都
心
線

江古田 

新宿 
中野 

池袋 
新宿 

都立家政 

高円寺 
新宿 

上井草 

荻窪 田園調布
荻窪 
西荻窪 

保谷 

三鷹 

西武池袋線 

西武新宿線 

地下鉄成増 

下赤塚 

西武有楽町線 練馬高野台 

東伏見 

練馬春日町 

平和台 

東武練馬 

関町福祉園 

大泉学園 

赤羽 

池袋
新宿
横浜

武蔵関 
上石神井 

凡　　　　　　例

鉄　道 
既設線
交通政策
審議会
答申路線

100回以下 
101～500回 
501回以上 

路線バス
（運行回数1日当たり） 

みどりバス

〔練馬区の公共交通図〕 ６年4月１日現在

●区内の道路事情
　区内の道路は、それぞれの機能や役割に応じて、自
動車専用道路、幹線道路（都市計画道路等）、生活幹
線道路、主要生活道路、生活道路に分類される。
　自動車専用道路としては、関越自動車道、東京外か
く環状道路、骨格となる幹線道路として、放射6号線
（青梅街道）や放射7号線（目白通り）、放射8号線（川 
越街道）、環状7・8号線、補助的な幹線道路として、 
補助76号線（新青梅街道）、補助134号線（笹目通り）、
補助 229 号線（千川通り）などがある。

方で、区西部地域の都市計画道路の整備率は未だ約3
割であり、更なる整備が必要である。
　生活道路としての役割を果たす区道は、かつて農道
であったなど、狭く曲がったものが多く、幅員も4.5ｍ
未満の道路が総延長の39.9％を占めている。

●都市計画道路の整備状況
　５年度末現在、区内の都市計画道路は 38路線あ
り、計画延長は 108.4kmである（都市高速道路およ
び鉄道付属街路等を除く。）。整備状況は、事業完了が
56.3km（51.9％）、事業中が16.1km（14.8％）、未完
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〔事業中の主な都市計画道路〕 ６年3月31日現在

路線名 事業状況

放射 7号線　 大泉学園町二丁目～西大泉五丁目
2,000 ｍ工事中、一部用地取得中

放射 35号線 早宮二丁目～北町五丁目
1,330 ｍ工事中、一部用地取得中

放射 35・36号線 板橋区小茂根四丁目～練馬区早宮二丁目
1,970 ｍ工事中、一部用地取得中

補助 133号線 中野区上鷲宮一丁目～練馬区中村北三丁目
1,105m用地取得中

補助 156号線 東大泉四丁目～西大泉一丁目
1,400m用地取得中

補助 172号線 早宮三丁目
390ｍ用地取得中

補助 229号線 下石神井四丁目～上石神井南町
290ｍ用地取得中

補助 230号線
（Ⅰ期）
補助 230号線
（Ⅱ期）

大泉町三丁目～大泉町二丁目
850ｍ工事中、一部用地取得中
大泉学園町七丁目～大泉町三丁目
1,250 ｍ用地取得中

補助 233号線 大泉学園町四丁目～大泉学園町八丁目
500ｍ用地取得中

補助 230号線 関町北二丁目～関町北四丁目
914ｍ用地取得中

外郭環状線の 2
（大泉 JCT地域）

外郭環状線の 2
（上石神井駅周辺）

石神井町八丁目～東大泉二丁目
1,000 ｍ用地取得中

外郭環状線の 2 石神井台三丁目～石神井町八丁目
950ｍ用地取得中
上石神井一丁目～上石神井四丁目
790ｍ用地取得中

外郭環状線の2
（交通広場）

（交通広場）

上石神井一丁目、二丁目および四丁目
各地内 5,164.41㎡用地取得中
東大泉一丁目、三丁目および四丁目
各地内 142ｍ用地取得中

補助 135号線
（補助230号線交差部）

補助 135号線
（補助156号線交差部）

大泉学園町五丁目～大泉学園町六丁目
461ｍ用地取得中

補助 232号線 石神井町三丁目
220ｍ用地取得中

区画街路１号線 早宮三丁目～練馬二丁目
230ｍ工事中

区画街路８号線 関町北二丁目および四丁目各地内
5,113 ㎡用地取得中

〔自動車保有台数の推移〕 （単位：台）　 各年 3月31日現在

年　次 登録自動車 届出自動車等
軽自動車等 原　付

５ 154,696 50,031 24,367
６ 153,683 50,401 24,135

４ 155,582 49,187 24,779

資料：登録自動車は、練馬自動車検査登録事務所

●東京外かく環状道路
　東京外かく環状道路は、都心から約 15km圏域を
環状に連絡する延長約 85kmの道路であり、首都圏
の渋滞緩和、環境改善や円滑な交通ネットワークを実
現する上で重要な道路である。現在、区内において
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より、笹目通りから別荘橋通りの区間が交通開放され
ている。
　現在は都が別荘橋通りから大泉学園通りの区間およ
び大泉学園町四丁目付近において接続する補助 233
号線（大泉学園町四～八丁目）の事業を進めている。
　区は、大江戸線延伸を見据えたまちづくりを進めて
おり、これまでに補助230号線沿道の全ての地区で地
区計画の都市計画決定を行った。
　引き続き、補助233号線沿道のまちづくりを進める
とともに、新駅予定地周辺では、道路や広場の整備に
よる交通利便性の向上や商業施設等の立地を促し、ま
ちの中心となる新たな拠点づくりを進めていく。
２　外かく環状道路沿道地区
　国等が、地下の高速道路である東京外かく環状道路
の事業を、都が、地上部の一般道路である外郭環状線
の 2の事業を進めている。区は、区西部地域の南北
を繋ぐこの重要な都市計画道路の整備が良質な都市空
間を創出する絶好の機会と捉え、道路整備に併せたま
ちづくりを進めている。

３　その他の都市計画道路沿道周辺地区
　放射 35号線沿道周辺地区では、歩行者の利便性と
安全性の向上を図るため、環状８号線を横断し、平和
台駅に連絡する地下通路の完成に向け、工事を進めて

了は36.1km（33.3％）である。
　都と特別区および26市 2町は、平成28～７年度の
10年間で優先的に整備すべき路線を示した「東京に
おける都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」
を27年度末に公表した。区内では、11路線（20区間）、
延長18.5kmが指定されており、引き続き都と連携し
て整備を着実に進めていく。
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地区では、まちづくり協議会から提出された提言書の
内容等を踏まえた重点地区まちづくり計画を策定した。
　現在、地区計画の策定に向け地域住民とまちづくり
のルールの検討を進めている。

●沿道地区計画制度によるまちづくり
　沿道地区計画は、「幹線道路の沿道の整備に関する
法律」に基づき、道路交通騒音に強い建築物等を沿道
に誘導することで住環境の向上を図り、沿道地区にふ
さわしい土地利用を促進するためにまちづくりのルー
ルを定めた都市計画である。
　防災性や遮音性の向上を図るために、まちづくりの
方針や建築物等の制限内容（間口率の最低限度、高さ
の最低限度等）を定めることにより、個々の建築や開
発に対して規制・誘導を行い、適切な土地利用を促進
していく。なお、一定の防音改良工事や建替え工事に
対しては、都の補助を受けることができる。
　現在、区内の環状８号線の一部、環状７号線および
笹目通りで沿道地区計画を定めている。

●生活幹線道路の整備
　都市計画道路を補完し、地区の交通の主要な動線と
なる道路を生活幹線道路として位置付け、昭和 63年
5月に整備計画を策定した。これは均衡のとれた道路
網を形成し、区民生活の安全性・利便性の向上と良好
な市街地の形成に寄与することを目的としたものであ
り、延長約 110kmを計画した。このうち、５年度末
現在、区道延長は約 93kmであり、約 25kmの整備
が完了している。
　区では、計画した路線のうち延長約 4kmで事業を
実施するとともに、延長約 4kmを早期に整備を行う
必要性が特に高い路線として、整備促進路線に指定し
ている。

〔主要道路の自動車交通量（12時間値）〕 （単位：台）

路線名
（観測地点）

観測年度
平成22 27

環状 7号線
（羽沢 2丁目） 35,225 34,165

目白通り
（豊玉北 4丁目） 30,908 27,379

川越街道
（旭町 3丁目） 21,803 29,545

笹目通り
（谷原 3丁目） 31,312 29,828

新青梅街道
（関町北 4丁目） 10,971 9,452

青梅街道
（関町南 1丁目） 27,641 25,248

29,202

27,636

╌╌

30,429

9,906

25,494

注：台数は、午前7時から午後7時までの秋の1日（平日）の測定
値

資料：「交通量調査報告書」（都建設局）

●生活道路
　区では、一定の条件に合った私道などを区道として
認定する公道化を進めている。５年度に認定した路線
は31件、延長 1,706m、面積 9,927㎡であった。

〔練馬区の道路の現状〕 ６年4月1日現在

一般国道 

特別区道 

自動車専用道 

延長 2,522m
面積 77,085㎡

延長 4,700m
面積 152,990㎡

都道 
75,890m　延長 

　面積 　1,351,554㎡

公道総面積  7,527,608㎡
道　路　率  15.6％

延長　1,062,295m  
面積　5,945,979㎡

資料：一般国道、自動車専用道、都道は「東京都道路現況調書令和
５年版」（都建設局）

●私道整備助成制度
　生活環境向上のため、私道を舗装または再舗装する
場合や、私道に排水施設（下水）を設置する場合の工
事費用の一部を助成している。５年度は舗装 13件、
舗装面積 1,597㎡を助成した。
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いる。
　放射 36号線等沿道周辺地区では、羽沢・桜台地区
において地区計画を決定した。氷川台駅周辺地区にお
いては地区計画検討会を設置し、にぎわいの創出や駅
へのアクセス性の向上を目指し、検討を進めている。
　補助 156 号線沿道周辺（東大泉・西大泉・南大泉）

令和3

〔駅周辺の放置自転車等の状況〕 各年5月調査

（台）

※：午後調査については、平成27年度以前は午後2時前後、28年度以降は午後4時前後に実施

平成22 5
248

2,369

1,867

1,228

906
679 631 343

4,821

4,226

2,774

2,154

1,473
1,311

780 695
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1,731
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1,404

516

1,150

309 298

627 612

242

438

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

午前
午後（※）

（3）快適な道路環境を整備する

●練馬区自転車利用総合計画
　区の自転車に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために、「自転車利用総合計画」を策定している。
　４年３月には、「第３次練馬区自転車利用総合計画
（令和４～13年度）」を策定した。
　本計画では、「第２次練馬区自転車利用総合計画
（平成 23～３年度）」での実績を踏まえ、継続して取
り組むべき施策と、平成 29年に施行された「自転車
活用推進法」に基づく新たな施策に取り組むこととし
ている。

●駅周辺の放置自転車等の状況
　道路上の自転車の放置については、歩行者の安全な
通行を妨げるほか、災害時などの救助活動にも支障と
なる。このため、区は、駅周辺などへの自転車駐車場
の設置や、自転車等の放置禁止区域を指定し撤去を
行っている。
　６年5月の調査では、駅周辺の午前中の放置自転車
は248台で、過去最大だった平成7年 (13,142 台 )
の約２％までに減少した。
　一方、午後も減少はしているが、午前の約1.4倍
（343台）の自転車等が放置されていた。

●自転車駐車場の整備
　区では平成 4年 7月から、利用者が使用料として
費用の一部を負担する有料化を進めた。
　通勤、通学による午前中の放置自転車は大幅に減少
した一方で、買物客などによる午後の放置自転車の問
題が顕在化している。買物客等を対象にした自転車駐
車場の整備を店舗や商店会等に要請するとともに、短
時間無料の区立自転車駐車場の整備を進めている。
　現在、公営自転車駐車場は区内に 89か所あり、６
年 5月 1日現在の収容台数は 43,010 台である（（公
財）自転車駐車場整備センター等の運営を含む。）。こ
のうち 21駅 56か所は、短時間無料の公営自転車駐
車場である。

●自転車通行空間の整備
　５年度末現在、区道での自転車専用通行帯の総延長
は約 3.2㎞である。
　４年３月には、「第３次練馬区自転車利用総合計画
（令和４～13年度）」を策定し、自転車ネットワーク
の整備を位置付けた。
　今後、国、都などと連携し、都市計画道路の整備に
あわせて、自転車専用通行帯等の自転車通行空間の整
備を進めていく。
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地区では、まちづくり協議会から提出された提言書の
内容等を踏まえた重点地区まちづくり計画を策定した。
　現在、地区計画の策定に向け地域住民とまちづくり
のルールの検討を進めている。

●沿道地区計画制度によるまちづくり
　沿道地区計画は、「幹線道路の沿道の整備に関する
法律」に基づき、道路交通騒音に強い建築物等を沿道
に誘導することで住環境の向上を図り、沿道地区にふ
さわしい土地利用を促進するためにまちづくりのルー
ルを定めた都市計画である。
　防災性や遮音性の向上を図るために、まちづくりの
方針や建築物等の制限内容（間口率の最低限度、高さ
の最低限度等）を定めることにより、個々の建築や開
発に対して規制・誘導を行い、適切な土地利用を促進
していく。なお、一定の防音改良工事や建替え工事に
対しては、都の補助を受けることができる。
　現在、区内の環状８号線の一部、環状７号線および
笹目通りで沿道地区計画を定めている。

●生活幹線道路の整備
　都市計画道路を補完し、地区の交通の主要な動線と
なる道路を生活幹線道路として位置付け、昭和 63年
5月に整備計画を策定した。これは均衡のとれた道路
網を形成し、区民生活の安全性・利便性の向上と良好
な市街地の形成に寄与することを目的としたものであ
り、延長約 110kmを計画した。このうち、５年度末
現在、区道延長は約 93kmであり、約 25kmの整備
が完了している。
　区では、計画した路線のうち延長約 4kmで事業を
実施するとともに、延長約 4kmを早期に整備を行う
必要性が特に高い路線として、整備促進路線に指定し
ている。

〔主要道路の自動車交通量（12時間値）〕 （単位：台）

路線名
（観測地点）

観測年度
平成22 27

環状 7号線
（羽沢 2丁目） 35,225 34,165

目白通り
（豊玉北 4丁目） 30,908 27,379

川越街道
（旭町 3丁目） 21,803 29,545

笹目通り
（谷原 3丁目） 31,312 29,828

新青梅街道
（関町北 4丁目） 10,971 9,452

青梅街道
（関町南 1丁目） 27,641 25,248

29,202

27,636

╌╌

30,429

9,906

25,494

注：台数は、午前7時から午後7時までの秋の1日（平日）の測定
値

資料：「交通量調査報告書」（都建設局）

●生活道路
　区では、一定の条件に合った私道などを区道として
認定する公道化を進めている。５年度に認定した路線
は31件、延長 1,706m、面積 9,927㎡であった。

〔練馬区の道路の現状〕 ６年4月1日現在

一般国道 

特別区道 

自動車専用道 

延長 2,522m
面積 77,085㎡

延長 4,700m
面積 152,990㎡

都道 
75,890m　延長 

　面積 　1,351,554㎡

公道総面積  7,527,608㎡
道　路　率  15.6％

延長　1,062,295m  
面積　5,945,979㎡

資料：一般国道、自動車専用道、都道は「東京都道路現況調書令和
５年版」（都建設局）

●私道整備助成制度
　生活環境向上のため、私道を舗装または再舗装する
場合や、私道に排水施設（下水）を設置する場合の工
事費用の一部を助成している。５年度は舗装 13件、
舗装面積 1,597㎡を助成した。
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いる。
　放射 36号線等沿道周辺地区では、羽沢・桜台地区
において地区計画を決定した。氷川台駅周辺地区にお
いては地区計画検討会を設置し、にぎわいの創出や駅
へのアクセス性の向上を目指し、検討を進めている。
　補助 156 号線沿道周辺（東大泉・西大泉・南大泉）

令和3

〔駅周辺の放置自転車等の状況〕 各年5月調査

（台）

※：午後調査については、平成27年度以前は午後2時前後、28年度以降は午後4時前後に実施

平成22 5
248

2,369

1,867

1,228

906
679 631 343

4,821

4,226

2,774

2,154

1,473
1,311

780 695
860 769

1,731

1,372
1,647

1,404

516

1,150

309 298

627 612

242

438

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

午前
午後（※）

（3）快適な道路環境を整備する

●練馬区自転車利用総合計画
　区の自転車に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために、「自転車利用総合計画」を策定している。
　４年３月には、「第３次練馬区自転車利用総合計画
（令和４～13年度）」を策定した。
　本計画では、「第２次練馬区自転車利用総合計画
（平成 23～３年度）」での実績を踏まえ、継続して取
り組むべき施策と、平成 29年に施行された「自転車
活用推進法」に基づく新たな施策に取り組むこととし
ている。

●駅周辺の放置自転車等の状況
　道路上の自転車の放置については、歩行者の安全な
通行を妨げるほか、災害時などの救助活動にも支障と
なる。このため、区は、駅周辺などへの自転車駐車場
の設置や、自転車等の放置禁止区域を指定し撤去を
行っている。
　６年5月の調査では、駅周辺の午前中の放置自転車
は248台で、過去最大だった平成7年 (13,142 台 )
の約２％までに減少した。
　一方、午後も減少はしているが、午前の約1.4倍
（343台）の自転車等が放置されていた。

●自転車駐車場の整備
　区では平成 4年 7月から、利用者が使用料として
費用の一部を負担する有料化を進めた。
　通勤、通学による午前中の放置自転車は大幅に減少
した一方で、買物客などによる午後の放置自転車の問
題が顕在化している。買物客等を対象にした自転車駐
車場の整備を店舗や商店会等に要請するとともに、短
時間無料の区立自転車駐車場の整備を進めている。
　現在、公営自転車駐車場は区内に 89か所あり、６
年 5月 1日現在の収容台数は 43,010 台である（（公
財）自転車駐車場整備センター等の運営を含む。）。こ
のうち 21駅 56か所は、短時間無料の公営自転車駐
車場である。

●自転車通行空間の整備
　５年度末現在、区道での自転車専用通行帯の総延長
は約 3.2㎞である。
　４年３月には、「第３次練馬区自転車利用総合計画
（令和４～13年度）」を策定し、自転車ネットワーク
の整備を位置付けた。
　今後、国、都などと連携し、都市計画道路の整備に
あわせて、自転車専用通行帯等の自転車通行空間の整
備を進めていく。
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〔各駅における放置自転車等の状況〕 
 （単位：台）６年5月調査

駅　名 放置台数
午　前 午　後

江古田
桜台
練馬
豊島園
中村橋
富士見台
石神井公園
大泉学園
大泉バス停（※）
保谷
上井草
上石神井
武蔵関
東武練馬
小竹向原
氷川台
平和台
地下鉄赤塚
新桜台
光が丘
練馬春日町
練馬高野台
新江古田

計
※：大泉バス停とは、西武バスの都民農園・大泉風致地区・大泉郵便
局バス停を指す。

30
24
29
12
26
8

21
21
－
－
－
5
3
7
6
4
9

17
－
1
3

21
1

248

35
29
68
14
26
11
19
35
－
－
－
7
3

20
5
4

12
16
－
1
3

34
1

343

●レンタサイクルシステム
　区では、１台の自転車を複数の人が使うことによ
り、自転車の有効利用が図れるとともに、駅周辺にお
ける放置自転車の抑制、地域振興、環境改善などを主
な目的とし、シェアサイクルの社会実験とねりまタウ
ンサイクルの運営を行っている。
　シェアサイクルは、同じ事業者のサイクルポートで
あれば、いつでもどこのポートでも自転車の貸出・返
却ができるシステムで、平成 29年 10月から光が丘
地区、大泉・石神井・上石神井地区においてシェアサ
イクルの社会実験を実施してきた。
　この社会実験では、会員登録数が増加し続けている
こと、未実施区域や他自治体との相互乗入れの需要が
高いことなどがわかった。
　そこで、4年 4月からは、「区内全域への拡大」と
「他自治体との相互乗入れ」を行う新たな社会実験を
実施している。
　一方、ねりまタウンサイクルは平成 4年 6月から
運営しており、区内６駅７か所に設置し 2,700 台の
自転車が利用可能である。なお、当日利用については
シェアサイクル社会実験の効果検証のため休止してい
る。
　また、駅周辺の自転車駐車場や、シェアサイクル社
会実験の利用状況によるねりまタウンサイクル各施設
の利用の変化を踏まえ、ねりまタウンサイクル事業の
見直しについて検討していく。

●自動車駐車場の運営
　区内には練馬駅北口地下駐車場、石神井公園駅北口
駐車場、大泉学園駅北口駐車場、大泉学園駅南口駐車
場と 4か所の区立自動車駐車場があり、収容台数は
合計 1,057 台である。
　また、平成 19年 3月、練馬駅北口地下および石神
井公園駅北口に、自動二輪車用駐車スペースを整備し
た。
　全ての施設で指定管理者制度を導入し、運営している。
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（1）まちの拠点機能を向上させる

45  地域生活を支える駅周辺のまちづくり

●駅周辺地区の整備
　区内の駅周辺では、交通広場やアクセス道路などの
整備が必ずしも十分ではない状況がある。また、利便性
や安全性を高め、商業活動の活性化を図る必要がある。
　このため、区内の各駅周辺を中心核、地域拠点、生
活拠点と位置付け、交通広場や道路の整備を進めてい
る。さらに、便利でにぎわいのある商業環境等の生活
利便性を向上させるなど、まちの拠点としての整備を
進めている。

●練馬駅周辺整備
　練馬駅周辺は、「練馬区都市計画マスタープラン」
で『練馬の中心核』と位置づけられている。これま
で、道路や駅前広場をはじめとした都市基盤の整備な
ど、まちづくりを推進してきた。
　駅南口の豊玉北五丁目地区においては、区内で初め
て「街並み誘導型地区計画」を活用した「練馬駅南口
地区地区計画」を平成 16年 12月に都市計画決定し
た。また、道路の無電柱化が 23年３月に完成した。
　練馬駅南地区の商店会、町会、自治会有志が中心と
なり、まちづくり活動の理念と目標像、方針について
定めた「練馬駅南地区まちづくり憲章」を 25年３月
に策定し、自主的なまちづくり活動に取り組んでい
る。
　駅北口の練馬一丁目地区では、道路の拡幅整備に併
せたまちづくりの実現を図るため、「練馬駅北口地区
地区計画」を 21年６月に都市計画決定した。

●石神井公園駅周辺整備
　石神井公園駅周辺は、公共機関や商業施設が多く、
周辺住宅地域を含めた地域の中心的役割を果たしてい
る。また、都立石神井公園の玄関口でもあり、地区外
からの来訪者も少なくない。
　このような状況にもかかわらず、駅に通じる道路は
狭く、駅前広場や道路、踏切など駅周辺の交通環境の
整備が十分とはいえない状況であったため、鉄道の高
架化や駅前広場の整備を行い、現在、都市計画道路の
整備を進めている。
１　整備の方針
　区では、石神井公園駅周辺地区を区西部における地
域拠点の一つと位置付け、平成 15年６月に「石神井
公園駅周辺地区まちづくり全体構想」を策定し、つぎ

のような整備方針に基づいて総合的なまちづくりを推
進している。

補、てせわあに画計の業事差交体立続連の道鉄　 ⑴　
助 132 号線、補助 232 号線、南口駅前広場、富
士街道の整備について、地域住民と検討・協議し
ながら進めていく。

換転の用利地土の辺周駅、てし携連と備整盤基　 ⑵　
を適切に誘導し、災害に強く、石神井公園と一体
となったみどりを大切にしたまちづくりを進めて
いく。

２　駅周辺まちづくり事業の推進
　区では、これまで「石神井公園駅周辺地区まちづく
り全体構想」に基づき、南口駅前広場の整備や周辺の
都市計画道路の整備などを行い、駅周辺のまちづくり
を段階的に進めてきた。
　平成 29・30年には、駅南口西地区市街地再開発事
業について検討状況報告会を開催し、30・31年には、
補助 132 号線周辺地区における地区計画によるまち
づくりのルールを検討する意見交換会を開催した。２
年７月には補助 132 号線周辺地区等に関連する地区
計画変更、南口西地区の市街地再開発事業およびこれ
らに関連する都市計画の原案説明会等を開催し、12
月に都市計画決定した。４年には、都知事から認可を
受けて再開発組合が設立され、再開発事業に着手した。
　現在は、新築工事着手に向けた再開発組合の取組を
支援している。

●上石神井駅周辺整備
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　上石神井駅は急行停車駅であり、駅周辺には多くの
商業施設が立ち並ぶなど、まちの発展の可能性を多く
秘めた地域である。しかし、交通広場がなく、歩行者
や自転車、自動車などが駅に通じる狭い道路に集中す
るうえ、踏切遮断の影響もあり、交通渋滞などが課題
となっている。そのため、交通広場を含む外郭環状線
の２（千川通り～新青梅街道間）の整備と西武新宿線
の立体化に取り組んでいる。
　外郭環状線の２は、平成27年12月から測量を行い、
30年 12月に事業認可を取得し、事業に着手した。ま
た、西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）の連続立体
交差事業は、３年11月に都市計画決定され、６年３月
に事業認可を取得し、事業に着手した。現在はこれら
の整備に向けて取り組んでいる。
１　整備の方針
　平成20年３月に重点地区まちづくり計画を策定し、
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